
被災児童生徒等就学支援事業費補助金事務取扱Ｑ＆Ａ
№ 年月日 質 問 内 容 回 答

1 23.12.12

補助上限の算定方法について
園則で定める①入学選考料3,000円②入園金10,000円、③保育料
200,000円、④施設整備費100,000円で⑤就園奨励費190,000円が支給
されている場合、補助対象はいくらになるのか。

補助対象額の算定は次式により行い、123,000円となります。
【算定式 ①＋（②＋③＋④－⑤）】

なお、（②+③＋④－⑤）の上限は、前年度の県平均額（平成23年度
の場合は、平成22年度の平均額＝249,589円）となります。
※学校設置者が減免を行った額と算定式でによる額のうち、いずれ
か低い方が補助上限額となりますのでご注意ください。

2 23.12.12
保護者のいずれかが亡くなった場合、設置者で減免しているが、補助

の対象とならないのか。
家屋、収入に係る被害を対象にするものであり、補助対象とはなり

ません。震災により保護者を失った場合（被災遺児、孤児）について
は、「いわての学び希望基金」により支援が行われます。

3 23.12.12 奨学金を出している場合、補助対象となるか。 授業料等の徴収を減免していないため、対象外となります。
4 23.12.12 床上浸水は半壊ではないのか。 罹災証明書を発行した市町村に確認願います。

5 23.12.12

教材費は対象となるのか。また、年間諸経費はどうか。 学（園）則に規定し、かつ、実質的に授業料と同等と見なすことが出
来る納付金であれば対象となります。
なお、ＰＴＡ会費等の委託徴収金、任意の寄附金、寮に係る経費

は、学（園）則に規定したとしても対象外となります。

6 23.12.12

全半壊等の被害を受けた場合に補助対象となる「住居」の定義を教
示願いたい。

対象となる「住居」は次のとおりです。
・発災時に児童生徒等及び父母（父母不在の場合は「主たる生計

者」。以下この項において同じ。）が居住していた住居
・発災時に児童生徒等が父母から離れて居住（入寮、下宿等）して

いた場合は、父母が居住していた住居（ただし、単身赴任の場合の赴
任先の住居は含みません。）

7 23.12.13
父親が単身赴任している場合、赴任先の住宅やアパートが半壊した

場合は補助対象となるのか。
補助の対象になりません。

8 23.12.13
生徒が寮に入寮しており、学資を主として負担している父母の住宅が

全壊した場合は補助対象となるのか。
補助の対象になります。

9 23.12.14

補助対象者に係る入学選考料について、次の両方を減免すれば、両
方とも補助対象となるか。
①推薦入学に係る検定料
②①で不合格であったため、一般入学に係る検定を受検した場合の

検定料

実際の入学につながった検定に係る検定料のみ補助対象になりま
す。（Ｑの場合は②が補助対象となります。）
なお、試験のみ受験し入学しなかった者については補助対象外とな

ります。

10 23.12.14
本園のスクールバス利用料については、園則に定めておらず、また、

利用者のみ徴収する性格の納付金だが、今般園則を改正しスクール
バス利用料を規定した場合、補助対象となるか。

スクールバス利用料は、（園則に定めてあっても）補助対象外です。

11 23.12.14
警戒区域には指定されていない地域に居住していた者が自主避難し

た場合は補助対象者とならないか。
国の運用上、自主避難は補助対象外とされています。

12 23.12.14
「入学選考料」という名称ではないが、同種の「入学手続料」を園則で

規定し徴収している。補助対象となるか。
入学選考料と同種の納付金であり、かつ、園則で規定していれば補

助対象になります。

13 23.12.14
休園している幼児の保育料についても減免したこととみなし補助対象

としてよいか。
休園はそもそも保育料が発生しないことから補助対象外となりま

す。保育料が発生しており、かつ、学校設置者が保育料を減免してい
る場合に補助対象となるものです。

14 23.12.14
同居していた祖父の住居が全壊した場合は、補助対象者になるの

か。なお、罹災証明書は住居の所有者である祖父の名義で発行されて
いる。

祖父の罹災証明を確認し、子及びその父母が同居していたことがわ
かる書類（例えば免許証、住民票等）により同居の事実が確認できれ
ば補助対象者になります。

15 23.12.14
平成23年度入学者の入学選考料は対象とならないのか。 平成23年度中に転編入学した被災児童生徒等のみ補助対象者に

なります。なお、平成22年度中に徴収した入学選考料は補助対象に
なりません。

16 23.12.12 平成24年度入学金は、平成24年度に補助申請すべきか。 お見込のとおりです。
17 23.12.12 平成23年度は４月分から補助対象となるのか。 お見込のとおりです。

18 23.12.12
平成24年度入学者に係る入学選考料の県への補助申請年度はいつ

か。
平成24年度に申請してください。なお、入学した者のみ補助対象と

なります。

19 23.12.12
平成26年度までの事業か。 現状では、国の制度は平成26年度までとなっています。なお、平成

26年度入学生は平成26年度のみ支援が得られることになります。

20 23.12.12
被災して失業したことにより年収350万円未満になると見込まれた者

が、実際は年収350万円以上を超え見込どおりにならなかったらどうな
補助対象外となった補助金の返還を求めることになります。

21 23.12.12
被災して失業したことにより年収350万円未満となった者で、急きょ就

職が決まり年収350万円以上の見込みとなった場合、それまでの減免
分に係る補助金は返還しなければならないのか。

年収350万円以上と見込まれる日（就職した日）の属する月の翌月
から、補助対象外となります。補助対象外となってもそのまま補助を
受けた場合は、過払分を返還していただくこととなります。

22 23.12.14
学納金を一括で納入している場合、年350万円未満の者で急きょ就職

が決まり年350万円を超過する見込みの場合は月額で算定するのか。
お見込のとおりです。

23 23.12.14
発災前から年収350万円未満だった者が、被災して失業したことによ

り、さらに年収が減少する見込みとなった場合は補助対象者になるか。
発災前から年収350万円未満であった場合は、補助の対象にはなり

ません。

24 23.12.14
被災生徒等が学資を自ら負担している場合は、誰の収入で判断する

のか。
当該生徒等本人です。

25 23.12.14

義援金、生活再建支援金、弔慰金、雇用保険（失業等給付）は収入と
して取り扱うのか。
また、各種保険金（生命保険金、地震保険金及び船舶保険など）は収

入として取り扱うのか。

義援金、生活再建支援金、弔意金、雇用保険（失業等給付）は収入
として取り扱いません。
また、各種保険金については、市町村の税務窓口等にご確認くださ

い。

26 23.12.12

保護者から学校設置者に対する申請は、県の授業料等減免確認書
（個票）を用いて良いか。

個票のままでは保護者が学校設置者に申請する書式となっていな
いため、そのまま使用することはできません。
学校設置者宛ての減免申請書を別に用意し、個票を添付資料とす

る方式が考えられます。
なお、個票には申請者が記載できない事項（減免額等）が含まれて

いますので、注意願います。

27 23.12.12

個票を毎年度作っていくのか。 お見込のとおりです。
なお、次年度も在籍する予定の生徒等の場合は、学校設置者にお

いて罹災又は被災証明書の写しを保管するなど、次に申請する際の
負担軽減を行っていただきたいと考えます。

28 23.12.14

学校設置者が被災児童生徒等の授業料等を減免する際、当該保護
者がどの事由により収入が減少したかや、どの程度収入が減少する見
込みか確認する方法を教示願いたい。
また、「個票」や「収入の申立書」には保護者の死亡、失業等を記載す

る欄がないが、記載しなくても良いか。

申立書の備考欄に記載された収入減少の事由について、書類等で
確認できるものは当該書類により、また、確認できる書類等が無い場
合は聞き取り調査などを行い、学校設置者において内容に相違ない
ことを確認した上で、申立書の余白等に事実と相違ない旨を記載願
います。（要押印。複数まとめることも可。）

29 23.12.14
個票に記載する際の端数処理はどうするのか。 学校設置者の減免額によりますが、補助金の算定上、１円未満は

切り捨てとなります。

30 23.12.14
学則で学納金を一括納付することとなっている場合、事業計画書に

記載する際は、前期に記載するのか。
お見込のとおりです。但し、備考欄にその旨を記載願います。


